
第３次愛媛県男女共同参画計画（素案）概要 

１ 理念 

 

２ 策定の主旨 

  

 

 

 

 

 

 

３ 背景 

 

 

 

 

 

 

４ 計画 

○ 共通課題 

ＳＤＧｓの実現、アンコンシャス・バイアスの解消、ポストコロナ・ニューノーマルへの対応 

※現下の社会情勢等を踏まえて、共通課題を初めて設定 

○ 施策の大綱…５つの主要課題、１５の重点目標、４１の施策の方向を設定  

   別添のとおり 

≪主な特色≫ 
・ 「性暴力対策の推進」や「インターネット上の女性に対する暴力への対応強化」を新たに設
定し（主要課題１(1)④⑤）、女性に対する暴力の根絶を強化 

・ 「男性の家事・育児・介護等の参画推進」を新たに設定し（主要課題４(1)②）、女性の更な
る活躍、生活様式のポストコロナ・ニューノーマルへの対応を推進 

・ 人生 100年時代の到来を意識した多様な働き方や暮らし方の選択に向けた、働き方改革やワ
ーク・ライフ・バランスなどを更に推進 

○ 推進体制 
１ 男女共同参画推進条例の適切な施行 
・男女共同参画推進本部の下に女性活躍推進 
部会を設置 

２ 市町、関係機関、民間団体との連携強化 
・えひめ女性活躍推進協議会(県内経済団体等
で設立)や愛媛労働局、大学等との連携 

３ 拠点施設の充実、機能強化 
・地域の女性人材育成、防災力の推進拠点とし
ての機能強化 

４ 計画の進行管理、公表 
・ＥＢＰＭに基づくＰＤＣＡサイクルの着実
な推進 

○ 数値目標…４３項目（新規 13項目、目標値強化 13項目） 
 

 

 

  

【目標】男女共同参画社会の実現 

   （テーマ）～媛の国から始める、人生 100年時代、持続可能な社会を目指して～ 

【計画期間】令和３年度～12年度（10年間） 

 

性別等を問わず全ての人が互いに人権を尊重し、個性や能力を発揮する男女共同参画社会を実現 

本県の現状や課題を把握し、国の施策とも呼応しつつ、実効性のある施策を総合的・計画的に推進 

≪計画の性格≫男女共同参画社会基本法及び愛媛県男女共同参画推進条例に基づく基本的な計画 

        女性活躍推進法に基づく女性活躍推進計画、県の基本構想や関連各種計画との整合性を図った計画 等 

【県の動き】えひめの未来づくりプラン第３次ア
クションプログラムの策定、第２期えひめ・
未来・子育てプラン（後期計画）の策定等 

【国の動き】政治分野における男女共同参画の推
進に関する法律の制定、女性活躍推進法等の
一部改正、「配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護等に関する法律」が一部改正、性犯
罪・性暴力対策の強化の方針の策定、第５次
男女共同参画基本計画の策定等 

・ＳＤＧｓの達成に向けて今後の１０年を「行動の１０年」とし、
国際協力・国内実施両面で取組を加速化 

・人生１００年時代の到来を迎え、多様な選択が可能となる働き
方・暮らし方が求められている 

・新型コロナウイルス感染症が収束したポストコロナ時代を見
据えた新しい日常への基盤づくりが必要 

・人口減少（若い世代、特に女性の人口流出）、少子高齢化の急
速な進展 

【新規】子育て世代包括支援センター設置市町数（20市町）、ひとり親家庭学習支援ボランティア実施
市町数（10市町）、防災士における女性の割合（30％）、愛顔の子育て応援アプリの男性利用者割合
（20％）、ひめボスplus＋認定企業数（400社）など 

【目標値強化】女性の犯罪被害防止講習の実施回数（30→50回）、えひめ仕事と家庭の両立応援企業の
認証件数（625以上→720社）、認定こども園の認可・認定数（96→136箇所）など 

資料１ 



 
○ 施策の大綱 
（共通課題：ＳＤＧｓの実現、アンコンシャス・バイアスの解消、ポストコロナ・ニューノーマルへの対応） 
主要課題 重点目標・施策の方向 主な施策 

１ 男女の人権の
尊重 

(1)女性に対する暴力の根絶 「女性に対する暴力をなくす運動」
啓発、研修強化（教員、捜査員）、各
相談機関等の体制充実・連携強化、ひ
めここの支援体制充実、インターネ
ットを介した性被害等の防止 

①暴力の発生を防ぐ環境づくり、②女性に対する暴力
への厳正な対処、③被害女性に対する保護等の充実、
④性暴力への対策の推進、⑤インターネット上の女性
に対する暴力等への対応 

(2)メディアにおける男女の人権の尊重 メディア・リテラシー向上研修、県広
報時の男女共同参画視点の表現促進 ①メディアにおける人権尊重の自主的取組、②公的広

報等の男女共同参画の視点に立った表現の促進 
(3)生涯を通じた女性の健康支援 女性の段階（妊娠・出産期、更年期等）

に応じた健康教育・相談体制の充実、
喫煙・飲酒対策の推進 

①生涯を通じた女性の健康支援、②健康をおびやかす
問題についての対策の推進 

(4)男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に
対する支援と多様性を尊重する環境の整備 

ひとり親家庭に対する各種支援（就
業、相談、医療費負担等）、心のバリ
アフリーの推進、外国人相談体制等
の整備、ＳＯＧＩ等に関する啓発 

①貧困等の生活上の困難に直面する女性等への支援、  
②高齢者、障がい者、外国人等が安心して暮らせる環境づ
くり 

２  男女共同参画
の視点に立っ
た意識の改革 

(1)男女共同参画の視点に立った意識改革と実践 メディアや自治体広報、インターネ
ット等の活用、男女共同参画に関す
る学習機会の提供 

①多様な媒体を活用した広報啓発活動の推進、②男女
共同参画に関する学習機会の提供 

(2) 男女共同参画の視点に立った学びの推進 男女参画教育実践事例等の情報提
供、各世代（青年、高齢者等）への意
識啓発、男性参加を重視した学習会
支援 

①男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教
育・学習の充実、②家庭・地域における男女平等意識
の啓発 

３ 意思決定の場
への女性の参
画拡大 

(1) 行政・民間部門等における女性の参画拡大 審議会等の女性登用目標率の設定、
民間における自主的・実効的取り組
みの促進（優良事例紹介等）、政治分野に
おける取組調査・啓発活動 

①行政における女性の参画拡大、②民間部門における
女性の参画拡大、③政治分野における男女共同参画の
促進 

(2)女性の能力開発（エンパワーメント）等の支援 女性人材リストの有効活用、企業研
修への支援（キャリア形成、メンター
制度導入等）、経済団体・関係機関等
との連携推進 

①女性の学習活動等の支援、②交流・ネットワーク化
への支援 

(3) 防災・復興への取組及び地域活性化に向けた男女共
同参画の推進 

県地域防災計画に基づく男女共同参
画の推進、自主防災組織への女性参
画促進、地域（自治会、消防団等）での
方針決定過程への女性の参画拡大、 

① 災害対応における男女共同参画の視点の強化、②地域づ 
くり・環境その他の分野における男女共同参画の推進、 
③科学技術・学術分野における男女共同参画の推進、
④地域における国際交流・協力の促進 

科学技術・学術分野での活動（調査研
究、ネットワーク）への支援、地域に
おける国際交流の促進 

４ 家庭生活と仕
事、地域活動が
両立する環境
整備 

(1)男女が共に参画する家庭・職場・地域づくり 男性も育児・介護休暇を取得しやす
い環境づくり、誰もが主体的なライ
フプランを実現できる環境整備、カ
ジダンの育成やネットワーク構築、
ボランティア・ＮＰＯ活動など地域
への参加促進 

①働き方改革（多様で柔軟な働き方等）によるワーク・
ライフ・バランス等の実現、②男性の家事・育児・介
護等の参画推進、③男女が共に参画する地域づくり 

(2)安心して子どもを育てられる環境整備 多様な保育サービスへの対応、家庭
教育を支援する講座・学習会実施、ワ
ーク・ライフ・バランス推進、ひとり
親に対する職業訓練の実施 

①育児を支援する環境の整備、②就業継続・再就職の
支援、③ひとり親家庭等の生活安定の確保 

(3) 高齢者や障がい者等が共に輝いて暮らせる環境整備 シルバー人材センターの機能強化、
障がい者の芸術文化活動等の振興、
家族介護支援の推進 

①高齢者や障がい者等の社会参画の促進、②高齢者や
障がい者等を地域で支え合う環境づくり 

５ 雇用等におけ
る男女共同参
画の推進 

(1)男女均等な雇用環境の整備 男女雇用均等法の周知、企業におけ
る取組（積極的改善措置）支援、職業
生活におけるハラスメント防止啓発 

①雇用の分野における男女均等な機会や待遇の確保の
推進、②積極的改善措置（ポジティブ・アクション）
の促進、③ハラスメント防止対策の促進 

(2)職業生活における女性の活躍推進 企業等の人材育成等（女性リーダー
やロールモデル、メンター）の情報提
供支援、イクメンの普及、女性の再就
職支援、男女共同参画センターにお
ける啓発講座、研究等 

①企業等における女性活躍推進に向けた取組の促進、
②男性の意識と職場風土の改革、③起業等の女性のチャ
レンジ支援、④情報の収集、提供及び啓発活動 

(3)農林水産業における男女共同参画の促進 女性の農業委員や農協等役員への登
用促進、ワーク・ライフ・バランスに
配慮した家族経営協定の推進、女性
リーダーの育成 

①方針決定過程等への女性参画の推進、②女性が活躍
できる環境づくりと意識改革 

※①下線部分は新規又は変更箇所、②太枠部分は女性活躍推進計画 

別添 


